
面接相談又は電話相談（予約の際にいずれかご希望をお伝えください。）

事前の予約が必要です。（消費者相談：土日祝を除き開催日の２日前まで）

石川県多重債務問題対策協議会

金沢市･能美市・津幡町・志賀町・中能登町・奥能登広域圏事務組合

11月19日(火)
中能登町社会福祉センター（☆）
（鹿島郡中能登町末坂９−４３）

中能登町企画情報課内
消費生活相談窓口
０７６７（７４）２８０６

※ ☆の会場では、中小事業者・個人事業者の方を対象に、経営指導員による相談も受け付けます。
※1 経営指導員による相談をご希望の方は開催日の４日前（土日祝除く）までに予約をしてください。

相談の際にご持参いただくとよいもの
●借入や返済に関する書類（契約書、利用明細、督促状等）
●債務一覧表（業者別に当初借入れ年月日、元本額、利率、
　 借入れ残高等を一覧表にまとめたもの）
●月々の収入、支出額が分かるもの（給与明細、預金通帳等）

11月12日(火)
能美市役所　根上サービスセンター
1階会議室（☆）
（能美市中町子86番地）

能美市消費生活センター
０７６１（５８）２２４８

11月13日(水)
志賀町役場本庁舎（☆）
（羽咋郡志賀町末吉千古１－１）

志賀町商工観光課内
消費者行政相談窓口
０７６７（３２）９３４１

（午前）
9：30～12：30

（午後）
13：30～16：30

（午後）
13：30～16：30

11月22日(金)
日本司法支援センター
石川地方事務所（法テラス石川）
（金沢市丸の内７－３６　金沢弁護士会館内）

日本司法支援センター
石川地方事務所（法テラス石川）

０５０（３３８３）５４７７

11月21日(木)
津幡町消費生活センター（☆）
（河北郡津幡町字加賀爪ニ３　津幡町役場内)

津幡町消費生活センター
０７６（２８８）２１０４

（午前）
9：30～12：30

（午後）
13：30～16：30

11月18日(月)
奥能登行政センター４階４３会議室（☆）
（輪島市三井町洲衛１０－１１－１）

奥能登広域圏事務組合
０７６８（２６）２３１４

11月17日(日)
金沢市近江町消費生活センター（☆）
（金沢市青草町８８　近江町いちば館５階）

金沢市近江町消費生活センター
０７６（２３２）００７０

　 石川県、金沢弁護士会、石川県司法書士会、日本司法支援センター石川地方事務所
 （法テラス石川）は、市町と協力し、借金でお悩みの方を対象に、弁護士、司法書士等に
よる無料相談会を開催します。

開催日 時間 相談会場 予約・お問い合わせ

多重債務者無料相談会を開催！



◇あなたにあった借金の解決方法があります◇

　万が一、借金を返済できない状況になってしまった場合、返済のために新たな借金をして

はいけません。問題を悪化させるだけです。債務整理の手続きを取ると取立てが止まりま

す。また、長期にわたって返済を続けている場合は、払いすぎた利息を取り戻せる可能性も

あります。相談窓口に速やかに相談しましょう。

　裁判所を通さず、弁護士や司法書士に依頼し

て、利息制限法に基づき債務の減額、分割弁済

などの交渉を行います。

　簡易裁判所の調停委員が債務者と債権者の間に

立って、利息制限法に基づいて債務整理を行います。

　裁判所に個人再生の申立てをして認可された

再生計画案に基づき、計画案どおりに弁済すれ

ば債務の一部が免除されます。

　返済不可能な多額の借金を抱えたり、収入の目途

が立たない場合には、裁判所の免責という手続きを経

て、債務の支払い義務を免れる方法があります。

           NPO法人金沢あすなろ会　                   　０７６－２６２－３４５４

           石川県消費生活支援センター　             　０７６－２５５－２１２０

多重債務に関する相談窓口

           金沢弁護士会　　　　　　　　                  　０７６－２２１－０２４２

　　　　  石川県司法書士会　　　　　　　　            　０７６－２９２－８１３３

           日本司法支援センター(法テラス石川)　　  ０５７０－０７８－３７４

           北陸財務局(多重債務者相談窓口)　　　 　０７６－２９２－７９５１

           日本貸金業協会石川県支部　　              ０５７０－０５１－０５１

多重債務の解決のために

任 意 整 理 特 定 調 停

個 人 再 生 の 手 続 き 自 己 破 産


